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�愛媛県告示第７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定医療機関の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（保健福祉課）……３４

○ 医療機関（指定訪問看護事業者等）の指定…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３４

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３４

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３５

○ 指定医療機関（指定訪問看護事業者等）の変更……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３５

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更（３件）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更（３件）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の休止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３７

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３７

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の廃止の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３８

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の休止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３８

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３８

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧……………………………………………………………………………………（水産課）……３８

○ 道路の供用開始（県道無月宇和島線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……３９

○ 道路の供用開始（県道大洲長浜線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）……３９

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）……３９

○ 歯科技工士国家試験の実施……………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……３９

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

し ば た 胃 腸 科 内 科 西予市宇和町卯之町一丁
目３４７－２ 平成２５年１２月２０日

近 藤 医 院 伊予市米湊８５５－９ 平成２５年１２月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アイダシステム 香川県丸亀市津森町８６８番地
３ 訪問看護ステーション優 四国中央市上分町７２８－１ 平成２５年１２月１２日

毎週（火・金）曜日発行 第２５３８号 平成２６年１月２１日

平成２６年１月２１日火曜日 第２５３８号

愛 媛 県 報

３４



��������������

��������������

�愛媛県告示第８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の主たる事務所の所在地及び指定

訪問看護事業等を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人西本整形外科 東温市田窪３０３－１ 西本整形外科 東温市田窪３０３－１ 平成２５年９月２３日

株式会社縁 宇和島市三間町迫目１０５６番地 デイサービスこころ 宇和島市三間町迫目１０４８番地 平成２５年１０月１６日

株式会社おかファーマシー 新居浜市船木甲４４７５番地１ おか薬局 新居浜市船木甲４４７５番地１ 平成２５年１２月１日

株式会社アイダシステム 香川県丸亀市津森町８６８番地
３ 訪問看護ステーション優 四国中央市上分町７２８－１ 平成２５年１２月１２日

砥部病院ケアサービス株式会
社 伊予郡砥部町麻生４０番地１ デイサービスＴｏ－ｂｅ 伊予郡砥部町麻生５１番地１ 平成２５年１２月１６日

社会福祉法人すいよう会 新居浜市郷甲６８７番地 リハステージ郷 新居浜市清住町１－３６ 平成２５年１２月２０日

アトムタクシー株式会社 八幡浜市産業通１０番１１号 ヘルパーステーションアトム 八幡浜市大平１番耕地８７０番
地５号 平成２６年１月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人西本整形外科 東温市田窪３０３－１ 西本整形外科 東温市田窪３０３－１ 平成２５年９月２３日

有限会社まるいち 東温市南方４７４番地９ 有限会社まるいち訪問介護事
業所 東温市南方４７４番地９ 平成２５年１０月１５日

株式会社縁 宇和島市三間町迫目１０５６番地 デイサービスこころ 宇和島市三間町迫目１０４８番地 平成２５年１０月１６日

株式会社おかファーマシー 新居浜市船木甲４４７５番地１ おか薬局 新居浜市船木甲４４７５番地１ 平成２５年１２月１日

株式会社アイダシステム 香川県丸亀市津森町８６８番地
３ 訪問看護ステーション優 四国中央市上分町７２８－１ 平成２５年１２月１２日

砥部病院ケアサービス株式会
社 伊予郡砥部町麻生４０番地１ デイサービスＴｏ－ｂｅ 伊予郡砥部町麻生５１番地１ 平成２５年１２月１６日

アトムタクシー株式会社 八幡浜市産業通１０番１１号 ヘルパーステーションアトム 八幡浜市大平１番耕地８７０番
地５号 平成２６年１月１日

愛 媛 県 報平成２６年１月２１日 第２５３８号
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�愛媛県告示第８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地及び

居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アクティブモア

（変更後）
宇和島市新町一丁目１番１４号

愛ほっと訪問看護ステーショ
ン

（変更後）
宇和島市新町一丁目１番１４号

平成２５年１１月４日
（変更前）
宇和島市天神町８番２３号天神
ビル２階

（変更前）
宇和島市天神町８番２３号天神
ビル２階

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アインファーマシー
ズ

（変更後）
北海道札幌市白石区東札幌五
条二丁目４番３０号

アイン薬局四国中央店 四国中央市上分町７３４－３ 平成２５年１１月１１日
（変更前）
北海道札幌市東区東苗穂五条
一丁目２番１号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人すいよう会 新居浜市郷甲６８７番地 指定通所介護事業所アソカ園

（変更後）
新居浜市郷三丁目１６番５８号

平成２３年２月１４日
（変更前）
新居浜市清住町１番３６号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アクティブモア

（変更後）
宇和島市新町一丁目１－１４

愛ほっと訪問看護ステーショ
ン

（変更後）
宇和島市新町一丁目１－１４

平成２５年１１月４日
（変更前）
宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２Ｆ

（変更前）
宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２Ｆ

愛 媛 県 報平成２６年１月２１日 第２５３８号
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�愛媛県告示第８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地及び

介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに休止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アインファーマシー
ズ

（変更後）
北海道札幌市白石区東札幌五
条二丁目４番３０号

アイン薬局四国中央店 四国中央市上分町７３４－３ 平成２５年１１月１１日
（変更前）
北海道札幌市東区東苗穂五条
一丁目２番１号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人すいよう会 新居浜市郷甲６８７番地 指定通所介護事業所アソカ園

（変更後）
新居浜市郷三丁目１６番５８号

平成２３年２月１４日
（変更前）
新居浜市清住町１番３６号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アクティブモア

（変更後）
宇和島市新町一丁目１－１４

愛ほっと訪問看護ステーショ
ン

（変更後）
宇和島市新町一丁目１－１４

平成２５年１１月４日
（変更前）
宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２Ｆ

（変更前）
宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２Ｆ

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人白寿会 松山市天山二丁目３番２６号 ヘルパーステーション西安 八幡浜市大平一番耕地８７０番
地５ 平成２５年１２月３１日

愛 媛 県 報平成２６年１月２１日 第２５３８号

３７
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�愛媛県告示第９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに休止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人近藤医院 伊予市米湊８５５番地９ 近藤医院 伊予市米湊８５５番地９ 平成２５年１２月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人伊方町社会福祉
協議会

西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地
１ 瀬戸居宅介護支援事業所 西宇和郡伊方町三机乙１０８７番

地１ 平成２１年３月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人白寿会 松山市天山二丁目３番２６号 ヘルパーステーション西安 八幡浜市大平一番耕地８７０番
地５ 平成２５年１２月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人近藤医院 伊予市米湊８５５番地９ 近藤医院 伊予市米湊８５５番地９ 平成２５年１２月３１日
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歯科技工士国家試験の実施について

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）附則第

２条第１項の規定により、平成２６年歯科技工士国家試験を次のとお

り実施する。

平成２６年１月２１日

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町神崎３４９－２

和 田 稔 治

西宇和郡伊方町大久１０９２

佐々木 和 夫

西宇和郡伊方町川之浜１８２４

田 村 良 雄
四 ツ 浜 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２６年１月２１日から２月４日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部八幡浜支局
水 産 課

�愛媛県告示第９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線 宇和島市三浦東新１１番５ 平成２６年１月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜甲１６９番５から

同市長浜甲７３７番４まで
平成２６年１月２１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年１月８日 ＮＰＯ法人
四国青年ＮＧＯ ＨＯＰＥ 幾 野 雄 也 松山市祝谷２丁目２番６号 本法人は、四国内の青年活動を活性化させるこ

とを目的とする。青年活動とは、社会問題解決
を目的に活動する青年個人や青年団体の活動を
指し、分野は特定しないが、政治・宗教を除く
活動を意味する。
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

� 学説試験

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 実地試験

松山市花園町３－６

河原医療大学校

２ 試験の日時

� 学説試験

平成２６年２月１９日（水）午前９時

� 実地試験

平成２６年２月２０日（木）午前９時

３ 受験願書の提出期間

平成２６年１月２８日（火）から２月４日（火）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局医療対策課

平成２６年１月２１日 発行
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